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はじめに・・・
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○事業用自動車の運転者は、多様な地理的、気象的状況の下での運
転など、道路の状況その他の運行の状況に関する判断・その状況に
おける運転について、高度な能力が要求されます。

○このため、自動車運送事業者は、自動車運転者に対して、継続的に
指導・監督し、他の運転者の模範となる運転者を育成することが求め
られます。

○これらを踏まえ、自動車運送事業者は、運転者に対して一般的な指
導・監督を毎年実施することが必要です。

○次ページ以降、本制度に係る法令等の説明や対応例等を記載します
ので、指導・監督の参考としてください。

説明する内容は、法令を抜粋したものとなりますので、正しくは、
関係法令について確認してください。

お示しした例は、あくまで一例ですので、社内の実態に合わせご検
討いただくようお願いします。

【注意】



指導・監督とは

【法令上の義務】
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自動車運送事業者が行う指導・監督は次により定められています。
（以下「指導監督告示」と呼びます。）

旅客：旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

貨物：貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

(平成十三年十二月三日 国土交通省告示第千六百七十六号)

(平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号）

「指導監督告示」では、次の２つのことが定められています。
【一般的な指導及び監督】
【特定の運転者に対する特別な指導】

本資料では、こちらを説明します。

【一般的な指導及び監督】で決められている内容
１．指導・監督の内容
２．指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項

指導内容や指導方法等を把握した、適切な指導が必要



指導・監督をするに当たって

【指導・監督の内容】
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大雑把に言うと、指導・監督には、「指導・監督で理解習熟させるべき事項」と「理解習熟させるに当
たり、使用が求められる資料や方法」が定められています。
このため、十分な指導・監督を実施するためには、指導・監督すべき内容を理解、指導者が必要な
知識を取得するとともに、指導・監督に使用する資料を入手し、内容に沿った指導方法を検討するこ
とが重要です。

指導・監督の内容
●指導・監督で理解習熟させるべき事項
●理解習熟させるに当たり、使用が求められる資料、方法

指導・監督すべき内容を理解
指導・監督をする上で必要な知識の取得
指導・監督に使用する資料、方法の検討

法令を把握し、事前に準備を進め、指導・監督の充実化を

指導に当たり求められること

等



指導・監督の内容、指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項
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旅客自動車運送事業者

「指導・監督内容」と「指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項」



指導・監督の内容、指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項
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貨物自動車運送事業者

「指導・監督内容」と「指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項」



指導・監督の内容
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各項目で指導・監督する内容と、指導等当たり使用が必要な資料等



指導・監督の内容
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各項目で指導・監督する内容と、指導等当たり使用が必要な資料等



指導・監督の内容
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各項目で指導・監督する内容と、指導等当たり使用が必要な資料等



指導・監督の内容
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貸切貸切バス事業においては、さらに次の指導が必要

ドライブレコーダの記録を利用した運転者への運転特性に応じた安全運転

ドライブレコーダの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有



指導・監督の内容、
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各項目で指導・監督する内容と、指導等当たり使用が必要な資料等



指導・監督の内容
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各項目で指導・監督する内容と、指導等当たり使用が必要な資料等



指導・監督の内容
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各項目で指導・監督する内容と、指導等当たり使用が必要な資料等



配慮すべき事項を
踏まえた指導が重要

監督の実施に当たって配慮すべき事項
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【指導・監督の実施に当たって慮すべき事項】
指導・監督には、指導・監督を実施するに当たり、その効果向上や運転者への配慮等のため、【配慮
すべき事項】が定められています。
【配慮すべき事項】では、実際に取り組むことや、事業者として認識しておく必要があること、などがあり
ます。

【一般的な指導及び監督】

○指導・監督の実施に当
たって配慮すべき事項
■指導・監督の実施効果の向上
■継続的な指導・監督の実施
■指導・監督の内容の向上 等

○指導・監督の内容
●指導・監督で理解習熟させるべ
き事項
●理解習熟させるに当たり、使用が
求められる資料、方法



指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項
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旅客・貨物共通指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項



指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項
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指導・監督の実施に当たって配慮すべき事項 旅客・貨物共通



指導・監督の実施例
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指導・監督の流れ（例）
①指導・監督をする内容を決定
国土交通省が公表している「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般
的な指導及び監督の実施マニュアル」を参考に、指導・監督する項目や内容を決定

②指導・監督に使用する資料集め
報道や書籍、インターネット等を活用し、使用する資料を収集

③指導・監督の実施に当たり、配慮すべき事項を確認
指導・監督の内容や使用する資料により、配慮すべき事項（グループディスカッション、ＫＹＴ）を決定

④指導・監督を実施

指導・監督テーマ：「スピードが運転に与える影響」
■具体例

【指導内容】
・スピード出し過ぎの影響
（衝撃力、遠心力、停止距離の増加）
・ブレーキの多用による不具合、対処方法
（フェード減少、ベーパーロック）

【配慮すべき事項】
・グループディスカッション
（スピード出し過ぎが影響する理由を考えさせる）
・指導後にアンケートを実施（理解度）

【資料例】

出典：事業用自動車事故調査委員会 報告書



指導・監督の実施例
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指導・監督の計画（例）



参考
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指導・監督をするための知識として、国土交通省から「自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」が公表され
ています。
是非、参考とされ、指導・監督の向上に努めてください。
【国土交通省ホームページ】
自動車総合安全情報～自動車の安全な交通を目指して～
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html

※当該マニュアルは、指導・監督を実施する人に向
け、指導すべき内容等をまとめたものです。
当該マニュアルを運転者に渡し、ただ読ませるだけ
にならないよう留意してください。



まとめ
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○自動車運送事業者は、他の運転者の模範となるべき運転者を育成
するため、「一般的な指導及び監督」として、運転者に対しての定期
的な指導が求められます。

○「一般的な指導及び監督」においては、【指導及び監督の内容】と【指
導及び監督の実施に当たって配慮すべき事項】が定められています。

○「一般的な指導及び監督」の実施については、

○確実な指導により、運転者に対して、安全を確保するための各種技
能や知識を習得させ、事故防止に努められるようお願いします。

【指導及び監督の内容】により、一定の資料等により指導・監督が実施さ
れること、
【指導及び監督の実施に当たって配慮すべき事項】により、指導・監督をす
る上で、把握しておくこと、実施の際して求められること、
が必要です。


